
　

１
月
24
日
（
月
）
正
午
か
ら
、
市
役

所
に
対
す
る
申
請
・
届
出
な
ど
手
続
き
の

一
部
を
、
自
宅
や
職
場
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
原
則
24
時

間
、
３
６
５
日
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
。
手
続
き
は
、
次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム

　

https://w
w
w
.shinsei.e-aichi.jp/

電
子
証
明
書
の
取
得
に
つ
い
て

　

電
子
署
名
な
ど
が
必
要
な
も
の
は
、
事

前
に
次
の
電
子
証
明
書
な
ど
を
取
得
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
個
人
の
方
＝
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

に
よ
る
電
子
証
明
書
、
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
ー

▼
法
人
の
方
＝
商
業
登
記
に
基
づ
く
電
子

認
証
制
度
に
よ
る
電
子
証
明
書

　

な
お
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
は
市
役
所
市
民
課
に
、
商
業
登
記
に

基
づ
く
電
子
認
証
制
度
に
よ
る
電
子
証
明

書
に
つ
い
て
は
名
古
屋
法
務
局
の
法
人
登

記
部
門
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
市
民
課
5
23
局
３
５
１
１

▼
名
古
屋
法
務
局
法
人
登
記
部
門

5（
０
５
２
）９
５
２
局
８
１
１
１

▼
情
報
シ
ス
テ
ム
課
5
22
局
７
２
０
０

　

１
月
は
福
祉
給
付
金
の
支
給
申
請
月
で

す
。
老
人
医
療
受
給
者
（
受
給
者
番
号
が

２
で
始
ま
る
方
）
で
、
福
祉
給
付
金
の
支

払
証
明
書
を
お
持
ち
の
方
、
乳
幼
児
・
障

害
者
・
母
子
（
父
子
）
家
庭
等
医
療
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
で
入
院
の
あ
っ
た
方

は
、
市
民
課
、
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
赤

羽
根
支
所
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
老
人
保
健
医
療
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方（
受
給
者
番
号
が
１
で
始
ま
る
方
）

の
う
ち
、
福
祉
給
付
金
の
振
込
先
口
座
の

登
録
が
済
ん
で
い
る
方
は
、
手
続
き
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
必
要
書
類
＝
福
祉
給
付
金
支
払
証
明
書

（
オ
レ
ン
ジ
色
）
ま
た
は
入
院
時
の
医
療

機
関
の
領
収
書
、
印
鑑
、
通
帳
な
ど
郵
便

局
以
外
で
振
込
先
の
わ
か
る
も
の

▼
市
民
課
5
23
局
３
５
１
４

　

愛
知
県
で
は
、
母
子
・
寡
婦
福
祉
資
金

と
し
て
貸
し
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
＝
高
等
学
校
・
大
学
・
専
修
学

校
な
ど
に
入
学
・
在
学
さ
れ
る
お
子
さ

ん
が
い
る
母
子
家
庭　

▼
就
学
支
度
資

金
＝
入
学
に
必
要
な
資
金
と
し
て
学
校

種
別
、
公
私
立
、
通
学
方
法
な
ど
に
よ

り
３
万
９
５
０
０
円
〜
52
万
円　

▼
修

学
資
金
＝
修
学
中
の
学
資
な
ど
に
必
要

な
資
金
と
し
て
月
額
１
万
８
０
０
０
円
〜

９
万
４
５
０
０
円　

▼
利
率
＝
無
利
子

▼
保
証
人
＝
連
帯
保
証
人
１
名　

▼
詳
し

く
は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
児
童
課
5
23
局
３
５
１
３

　

国
民
生
活
金
融
公
庫
で
は
「
国
の
教
育

ロ
ー
ン
」
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

国
の
教
育
ロ
ー
ン
は
、
教
育
に
必
要
な
資

金
を
融
資
す
る
公
的
な
制
度
で
す
。

▼
対
象
＝
高
等
学
校
・
短
期
大
学
・
大

学
・
専
修
学
校
な
ど
に
入
学
・
在
学
さ
れ

る
方
の
保
護
者
で
、
世
帯
の
年
間
収
入
が

９
９
０
万
円
（
事
業
所
得
者
は
７
７
０
万

円
）
以
内
の
方　

▼
内
容
＝
教
育
に
必

要
な
資
金
を
融
資
す
る
公
的
な
制
度
／
学

生
・
生
徒
一
人
に
つ
き
２
０
０
万
円
以
内

▼
返
済
期
間
＝
10
年
以
内　

▼
利
率
（
11

月
10
日
現
在
）＝
年
１
・
70
％（
固
定
金
利
）

▼
国
民
生
活
金
融
公
庫
豊
橋
支
店

5（
０
５
３
２
）52
局
３
１
９
１
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国
の
教
育
ロ
ー
ン

就
学
支
度
金
・
修
学
資
金
の

ご
利
用
を

福
祉
給
付
金
の
支
給
申
請
を

№ 電子化対象手続名 認証方法
1 住民票の写しの交付の請求 電子署名
2 住民票記載事項証明書の交付の請求 電子署名
3 戸籍の附票の写しの交付の請求 電子署名
4 身分（身元）証明書の交付の請求 電子署名
5 付記転出届 電子署名
6 所得証明書の交付の請求 電子署名
7 課税証明書の交付の請求 電子署名
8 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出 商業登記
9 法人設立・開設の申告
10 法人異動・変更の申告
11 法人解散・廃止の申告
12 固定資産（土地・家屋）評価証明書の交付の請求 電子署名
13 固定資産（土地・家屋）公課証明書の交付の請求 電子署名
14 納税証明書の交付の請求（車検用） 電子署名
15 納税証明書の交付の請求（車検用以外） 電子署名
16 犬の登録事項の変更の届出
17 犬の登録事項の変更（転入）の届出
18 犬の死亡の届出
19 児童手当の認定の請求 電子署名
20 児童手当の額改定請求（増額） 電子署名
21 児童手当の額改定の届出（減額） 電子署名
22 児童手当の現況の届出 電子署名
23 児童手当の受給者等の氏名・住所変更の届出 電子署名
24 児童手当受給事由消滅の届出 電子署名
25 児童手当支払金融機関の変更の届出 電子署名
26 健康手帳交付申請

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

電
子
申
請
・
届
出
が
可
能
に

■電子申請・届出実施業務一覧

※認証方法欄に「電子署名」とあるのは公的個人認証サービス、「商
業登記」とあるのは法務省商業登記に基づく電子認証制度による
電子証明書の手続きが必要です。


